
      ［様 式］ 

第二次犯罪被害者等基本計画（仮称）案の骨子に対する意見 
 

氏名または団体名（団体の場合は担当者名も記入）     性別（○をつける） 男 ・ 女 

                         

個人・団体の別（○をつける） 個人・団体    

団体の別（団体の場合）（○をつける） 犯罪被害者団体・犯罪被害者支援団体・その他   

職業                        ℡                 

住所 〒                                      

電子メール                                        

※御意見１項目ごとに１様式御提出下さい。 

 
第二次犯罪被害者等基本計画（仮称）案骨子 
□Ⅰ 基本方針・重点課題・計画期間 
□Ⅱ 重点課題に係る具体的施策 

第１ 損害回復・経済的支援等への取組 
□１ 損害賠償の請求についての援助等（基本法第12条関係） 
□２ 給付金の支給に係る制度の充実等（基本法第13条関係） 
□３ 居住の安定（基本法第16条関係） 
□４ 雇用の安定（基本法第17条関係） 
第２ 精神的・身体的被害の回復・防止への取組 
□１ 保健医療サービス及び福祉サービスの提供（基本法第14条関係） 
□２ 安全の確保（基本法第15条関係）  
□３ 保護、捜査、公判等の過程における配慮等（基本法第19条関係） 
第３ 刑事手続への関与拡充への取組 
□１ 刑事に関する手続への参加の機会を拡充するための制度の整備等（基本法

第18条関係） 
第４ 支援等のための体制整備への取組 
□１ 相談及び情報の提供等（基本法第11条関係） 
□２ 調査研究の推進等（基本法第21条関係） 
□３ 民間の団体に対する援助（基本法第22条関係） 
第５ 国民の理解の増進と配慮・協力の確保への取組 
□１．国民の理解の増進（基本法第20条関係） 

□Ⅲ 推進体制 
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［意見内容］ 

［締 切］平成２２年１１月５日（金）必着 
［送付先］内閣府犯罪被害者等施策推進室「骨子意見募集」係 

〒100-8970 東京都千代田区霞が関 3-1-1  FAX ０３－３５８１－０９０２ 
（ホームページ） http://www8.cao.go.jp/hanzai/index.html



      ［様 式］ 
 

［意見内容］続き ※１枚目で足りない場合はこちらにご記入下さい。 
 

氏名または団体名                  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
※氏名または団体名（団体の場合は担当者名も記入）、性別、職業、住所、電話番号を 

御記入下さい。これらは、必要に応じて、御意見のより具体的な内容を確認させてい 
ただく場合などのために記入をお願いするものです。 

※個別の回答はいたしません。 
※いただいた御意見は、個人情報を除き公表する場合がありますので、あらかじめ御承知

おき下さい。 
※御意見は日本語でお願いします。 

  
［締 切］平成２２年１１月５日（金）必着 
［送付先］内閣府犯罪被害者等施策推進室「骨子意見募集」係 

〒100-8970 東京都千代田区霞が関 3-1-1  FAX ０３－３５８１－０９０２ 
（ホームページ） http://www8.cao.go.jp/hanzai/index.html 


